
一般財団法人茨城県交通安全協会行動計画（女性活躍推進法）  

 

 政府が定める女性活躍推進法に基づき、本協会の女性職員が活躍できる雇用環

境の整備を行うため、次のように行動計画を策定し、現在、７名の女性教習指導

員が活躍（写真参照）しております。  

 

１ 計画期間  

  令和４年４月１日から令和８年３月 31 日までの４年間  

 

２ 計画の推進（具体的実施項目）  

 

目標：専門職（自動車学校教習指導員）への女性登用の促進  

         ※女性の少ない専門職（自動車学校教習指導員）の女性比率 

     を 20 パーセントまで引き上げる。  

 

 

３ 自動車教習指導員の現況  

 (1)  同法に基づく女性の活躍に関する情報公表内容  
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 (2)  活動状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)  その他  

      受付、相談窓口等でも女性職員が多数活躍しています。  


